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または濃厚接触者と認定された場合等のフローチャート

新型コロナウイルス感染症と疑われる場合

まずは「自己防衛」と「感染リスク回避」
→ 不要不急の外出を控える（会食や飲み会､対外交流､旅行､アルバイト等の自粛）

感染の疑いがある①体調不良･･･風邪の症状（発熱・咳・のどの痛み等）、息苦しさ、強いだるさ（倦怠感）、味・嗅覚障害など

②感染者との濃厚接触（の可能性）・・・外出先､家族間､アルバイト先､学内など

「専門･医療機関」 等へ連絡

【行動①】 以下のいずれかの機関に連絡をする

【行動②】 「現状で大学へ登学していいか（具体的な登学許可日）」を聞く

【行動③】 現在の症状やそこに至る経緯（いつ･どこで等）を伝え、今後の指示を仰ぐ → 主に以下の判断①･②･③があり

①北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター 電 話 番 号 ：フリーダイヤル 0120-501-507 2 4 時 間 対 応

②救急安心センターさっぽろ 電 話 番 号 ：011-272-7119（#7119） 2 4 時 間 対 応

(サービス対応地域：札幌市、石狩市、新篠津村、栗山町、当別町、南幌町）

③千歳保健所（北広島市在住者） 電 話 番 号 ：0123-23-3175 平日8:45～17:30

④かかりつけ医・身近な医療機関 各医療機関の電話番号

⑤聴覚に障がいがある方など向け専用連絡先 Ｆ Ａ Ｘ ：011-206-0732

（北海道保健福祉部保健安全局地域保健課） Ｅメールアドレス：hofuku.chihokansen@pref.hokkaido.lg.jp

『 登 学 可 』
＜補足＞ 欠席期間の対応

①登学初日に学務課で｢講義欠席理由書(学校感染症)｣（原則､医療機関の診断書等を提出）の手続き処理後、補講・追試の実施やレポート等で対応。

②具体的な補講・追試の実施やレポート等の対応については担当教員へ照会すること。

｢大学｣に専門･医療機関等の
確認内容を報告
【行動①】大学ホームページの｢報告フォーム｣から

現状等を連絡する

【行動②】大学からの連絡(電話やMicrosoftTeams)に

応答する 電話番号 ①学務課直通(011-372-8042） ②所属ゼミ教員(各ゼミ教員へ照会）

※部活に所属している方はスポーツ課へ連絡(011-372-8210)

大学「報告フォーム」（要入力）

なるべく早い段階で

必要事項を入力して

状況を報告すること

ＰＣＲ検査結果待ちの期間 『登学禁止』 ※おおよそ1･2日間

PCR検査結果 『陰性』 期間を

確認

【行動①】 専門･医療等へ

健康観察期間を確認

【行動②】 健康観察期間中は

『登学禁止』

【判断②】 ｢感染疑い｣の認定 【判断③】 ｢濃厚接触者｣の認定

『 Ｐ Ｃ Ｒ 検 査 受 診 』

【判断①】感染の

可能性なし
ＰＣＲ検査受診不要

PCR検査結果 『陽性』 （感染）
【行動①】専門･医療機関等の指示どおり治療･療養をする

検査結果待ち

(健康観察)

健康観察

【行動②】専門･医療等へ健康観察期間を確認

【行動③】治療･療養･健康観察期間中は 『登学禁止』


